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      受刑者の処遇調査等に関する訓令の運用について（依命通達） 

受刑者の処遇調査等に関する訓令（平成１８年法務省矯成訓第３３０８号）の運用につ

いて、下記のとおり定め、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）附則第

１項第２号に掲げる規定の施行の日（令和５年１２月１日）から実施することとしたので、

遺漏のないよう配意願います。 

なお、平成１８年５月２３日付け法務省矯成第３３０９号当職依命通達「受刑者の処遇

調査に関する訓令の運用について」は、廃止します。 

記 

１ 処遇調査の方法（訓令第４条関係） 

⑴ 面接は原則として心理専門官、法務技官（心理）又は処遇調査を担当する刑務官に

より実施させるほか、必要に応じて福祉専門官、就労支援専門官等により実施させる

こと。 

⑵ 処遇調査に当たっては、当該刑事施設その他の矯正施設においてその者の処遇上作



 

成した資料又は関係機関等から送付された資料を活用すること。特に、少年鑑別所に

おいて鑑別を受けたことのある者であって、刑事施設において初めて刑の執行を受け

る者の刑執行開始時調査に当たっては、その者の少年簿を保管する少年鑑別所の長に

その送付を依頼し、資料とすること。 

 ⑶ 上記⑵の資料を活用するほか、法第９２条の規定に基づく公務所又は公私の団体へ

の照会等適宜の方法により、資料を収集すること。この場合においては、本人その他

の者の名誉を害しないように、また、本人の更生の妨げとならないように注意しなけ

ればならないこと。 

 ⑷ 調査センターの長は、１６歳未満の受刑者の刑執行開始時調査に当たっては、意見

照会書（別紙様式１）により、当該受刑者の鑑別を行った少年鑑別所の長から処遇に

関する意見を聴くこと。この場合、照会を受けた少年鑑別所の長は、意見通知書（別

紙様式２）をもって意見を通知すること。 

 ⑸ 刑事施設の長は、受刑者の処遇調査において、必要と認める場合には、鑑別依頼書

（別紙様式３）により、少年鑑別所の長に鑑別を依頼すること。 

２ 刑執行開始時調査（訓令第６条並びに第８条第１項及び第２項関係） 

 ⑴ 刑執行開始時調査は、刑の執行を開始した日からおおむね３月以内に終了するよう

努めること。 

なお、刑執行開始時調査は、法第８６条第１項第１号の指導（以下「刑執行開始時

の指導」という。）と並行して実施して差し支えないこと。 

⑵ 受刑者の処遇調査等に関する訓令（平成１８年法務省矯成訓第３３０８号。以下

「訓令」という。）第８条第１項の規定に基づき精密な刑執行開始時調査を行う必要

がある受刑者は、別表１のとおりとすること。 

⑶ 訓令第８条第２項の規定に基づき調査センターに収容して特に精密な刑執行開始時

調査を行う必要がある受刑者は、別表２－１及び別表２－２のとおりとすること。 

 ⑷ 刑事施設ごとの刑執行開始時調査の実施範囲及び実施期間は、別表３のとおりとす

ること。 

 ⑸ 上記⑷にかかわらず、調査の過程においてそれ以上の調査を行う必要がないと判定

された者については、実施期間を短縮し、又は実施内容を簡略化して差し支えないこ

と。 

３ 再調査（訓令第７条及び第８条第３項関係） 

⑴ 訓令第８条第３項の規定に基づき調査センターに収容して再調査を行う受刑者は、

次のいずれかに該当する者とすること。 

  ア 少年院において刑の執行を受け、１６歳に達した者 

  イ 矯正管区の長が少年院において刑の執行を継続することが不適当と認める者 

  ウ 特定の刑事施設で実施する特別改善指導を受講させる必要性の有無を判断するた

め、矯正管区の長が調査センターにおいて再調査を行う必要があると認める者 

  エ 矯正処遇の進展状況に鑑みて処遇要領の変更を検討する必要があることその他の

理由により、矯正管区の長が調査センターにおいて再調査を行う必要があると認め

る者 

 ⑵ 上記⑴のイ、ウ又はエの場合の矯正管区の長に対する認可申請は、調査センターに



 

よる収容再調査認可申請書（別紙様式４）により行うこと。 

 ⑶ 再調査の実施期間は、上記⑴のア又はイに該当する場合については、おおむね４０

日間とし、それら以外の場合については、これを実施する刑事施設の長が必要に応じ

て定めること。 

 ⑷ 定期再調査を行う時期は、受刑者の処遇要領に関する訓令（平成１８年法務省矯成

訓第３３１０号大臣訓令）第４条の規定による受刑者の矯正処遇の目的の達成状況の

評価が評定された後とし、その実施方法は、主として直近の当該評価及びその判断の

基礎となる資料を用いるほか、必要に応じて、面接、診察、検査、行動観察等による

調査を併せて実施すること。 

   なお、当該評価の結果について、Ｄ（平成１８年５月２３日法務省矯成第３３１１

号当職依命通達「受刑者の処遇要領に関する訓令の運用について」記の２の⑶のエに

規定する区分。）以下が３回以上継続している場合、再調査の結果、特段の事情がな

い限り、処遇要領を変更するものとする。 

 ⑸ 刑の執行停止又は仮釈放の取消しにより収容した者については、必要に応じて、刑

執行開始時調査に準じた調査を行うこと。 

４ 調査センター（訓令第９条関係） 

 ⑴ 訓令第９条に規定する調査センターとして指定する刑事施設は、別表４のとおりと

すること。 

⑵ 別表２－１の１の⑴及び別表２－２の１に該当する受刑者の刑執行開始時調査は、

関東矯正管区の調査センター（川越少年刑務所）において行うこと。 

⑶ 中国矯正管区管内において、別表２－１の１の⑵から⑷まで及び２に該当する受刑

者の刑執行開始時調査は、中国矯正管区の調査センター（広島刑務所）において行う

こと。 

⑷ 別表２－２の２から４までに該当する受刑者の刑執行開始時調査は、中国矯正管区

の調査センター（美祢社会復帰促進センター）において行うこと。 

 ⑸ 調査センターにおいて処遇調査を行うに当たっては、他の居室からできるだけ分離

した居室、心理テスト室、面接室等のほか、必要に応じて適性発見のための作業を行

わせる適性観察工場等を十分に活用すること。 

 ⑹ 矯正管区の長は、必要と認めるときは、調査センターの長に対し、高度の専門的知

識及び技術を有する職員を再調査の実施のために他の刑事施設等に派遣等するよう指

示すること。 

 ⑺ 上記⑹の場合の矯正管区の長に対する認可申請は、調査センターによる派遣等再調

査認可申請書（別紙様式５）により行うこと。 

 ⑻ 調査センターの長は、当該調査センターを経由して他の刑事施設又は少年院へ移送

した者について、その者の処遇経過を確認し、今後の処遇調査の参考となる資料を得

るため、必要に応じ、移送先の刑事施設又は少年院の長と密接な連絡をとり、追跡調

査を行うこと。 

 ⑼ 矯正管区の長は、矯正局長の認可を受けて、調査センターの運営に関し、必要な細

目を定めることができること。 

５ 被害者関係調査（訓令第１０条関係） 



 

規則第４３条第２項の調査は、判決書の謄本の閲覧のほか、検察庁から送付される処

遇上の参考事項調査票又はこれに添付された書面等の閲覧等によるものとする。 

６ 処遇調査票（訓令第１１条関係） 

処遇調査票の様式は、別紙様式６のとおりとすること。 

７ 処遇レベルの設定（訓令第１２条関係） 

 ⑴ 処遇レベルを設定する必要がない場合は、次のいずれかに該当する事情がある場合

とすること。 

ア 処遇調査の結果、受刑者の処遇指標の指定等に関する訓令（令和７年法務省矯成

訓第５号大臣訓令。以下「処遇指標訓令」という。）第３条第３項第３号に掲げる

事項（実施すべき矯正処遇課程の別）に係る処遇指標を指定するに当たって、令和

７年５月２９日付け法務省矯成第１３８２号当職依命通達「受刑者の処遇指標の指

定等に関する訓令の運用について」（以下「処遇指標通達」という。）記の３の⑴

に規定する主課程（以下「主課程」という。）として、拘留課程、少年院在院受刑

者処遇課程、外国人処遇課程若しくは少年処遇課程に指定する場合又は処遇指標通

達記の４の⑶のアの(ｻ)のｂに該当し、主課程として開放的処遇課程に指定する場

合。 

イ 処遇調査の結果、処遇指標訓令第３条第３項第３号に掲げる事項（実施すべき矯

正処遇課程の別）に係る処遇指標を指定するに当たって、主課程として禁錮課程に

指定する場合であって、他の刑を併科されていないとき又は現に執行されている刑

の終了後に引き続き拘禁刑若しくは懲役刑以外の刑が執行されるとき。 

⑵ 処遇レベルの設定基準は別表５のとおりとする。 

８ 処遇審査会（訓令第１３条関係） 

処遇審査会の議事の経過及び結果については、議事録を作成すること。



 

別表１ 調査センター又は処遇施設において精密な刑執行開始時調査を行う受刑者 

要件 除外事由 

１  高齢福祉課

程の指定基準

に該当する可

能性がある者 

おおむね７０歳以上の者のうち、

次のいずれかに該当するもの 

⑴ 特別調整又は一般調整対象者と

なることが見込まれるもの 

⑵ 各種障害者手帳を保有するもの 

⑶ 処遇施設入所前に継続的に福祉

関係機関に通所していたもの 

⑷ 処遇上養介護の必要性が見込ま

れるもの 

⑸ 医師により認知症の所見がある

と診断されているもの 

⑹ その他身体障害（視覚、聴覚、

平衡感覚、音声機能、言語機能、

咀しゃく機能等の障害）が認めら

れるもの 

・執行すべき刑期が６月未満の

者（帰住予定地を管轄する刑事

施設が高齢福祉課程を実施して

いる等の事情により、特に高齢

福祉課程を指定する必要がある

と認められる者を除く。） 

・暴力団員である者 

・反社会性集団との密接な関係

が認められ、同集団との関係を

維持する意思を有し、改善更生

への意欲が認められない等の事

情を有する者（暴力団員である

者を除く。） 

２  福祉的支援

課程（知的障

害・発達障

害）の指定基

準に該当する

可能性がある

者 

次のいずれかに該当する者 

⑴ 知的障害若しくは発達障害又は

その疑いの所見があると診断され

ている者 

⑵ CAPAS 能力検査による IQ 相当値

がおおむね 60 未満である者 

⑶ 過去の刑の執行期間中に福祉的

支援課程（知的障害・発達障害）

に指定されたことがある者 

⑷ 特別調整又は一般調整対象者と

なることが見込まれる者 

⑸ 療育手帳又は精神障害者保健福

祉手帳を保有する者 

⑹ 処遇施設入所前に継続的に福祉

関係機関に通所していた者 

・１に該当する者 

・執行すべき刑期が６月未満の

者（帰住予定地を管轄する刑事

施設が福祉的支援課程（知的障

害・発達障害）を実施している

等の事情により、特に福祉的支

援課程（知的障害・発達障害）

を指定する必要があると認めら

れる者を除く。） 

・暴力団員である者 

・反社会性集団との密接な関係

が認められ、同集団との関係を

維持する意思を有し、改善更生

への意欲が認められない等の事



 

⑺ 所内生活において、知的障害又

は発達障害を疑わせる言動が見ら

れ、日常生活又は矯正処遇の実施

においての配慮、福祉的支援等を

行う必要があると認められる者 

情を有する者（暴力団員である

者を除く。） 

３  依存症回復

処遇課程の指

定基準に該当

する可能性が

ある者 

次のいずれにも該当する者 

⑴  薬物の自己使用歴がある者 

⑵  薬物依存離脱指導の受講の必要

があると認められる者 

⑶  薬物依存の程度が非常に高い者 

⑷  薬物依存離脱指導を受講し、改

善更生への意欲が認められる者 

・執行すべき刑期が１年６月未

満の者 

・反社会性集団との密接な関係

が認められ、同集団との関係を

維持する意思を有し、改善更生

への意欲が認められない等の事

情を有する者 

・精神上の疾病等によって、改

善指導でのグループワークの参

加が困難である者 

注１ 暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴力団法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員である者をいう。 

注２ 反社会性集団とは、暴力団法第２条第２号に規定する暴力団等犯罪に親近性を有す

る組織集団をいう。 

注３ 上記２の⑷、⑸又は⑹に該当する者は、知的障害若しくは発達障害を有し、又はこ

れらの疑いがあると認められる者（医師の診断がない場合を含む。）に限る。 

注４  上記２の⑺に該当する者とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

① 漢字がほとんど書けない者 

② 助詞「てにをは」を適切に使用できない者 

③ 繰り上がりのある足し算の暗算ができない者 

④ 指示や指導の飲み込みが悪く、同じことを何度も質問する者 

⑤ 自身の刑の終了日又は称呼番号を正しく覚えられない者 

⑥ ボタンをかけられない、ズボンからシャツが飛び出している等身だしなみの乱れが目

立つ者 

⑦ 面接の途中で断りなく離席してトイレに行こうとする等場違いな行動をとる者 

注５  上記３の⑵から⑷までに掲げる者は、別途定める基準に該当する者とする。  

  



 

別表２－１ 調査センターにおいて特に精密な刑執行開始時調査を行う男性受刑者 

要  件 除外事由 

 年齢 執行すべ

き刑期 

犯罪の内容等 受刑

歴 

処遇指標 暴力

団 

１ ２６歳未満の者 

 ⑴ １６歳未満 ３月以上 － － － － 

⑵ １６歳以上

２０歳未満 

９月以上 － 有 Ｆ、ＦＸ又は

ＦＺを指定さ

れる可能性が

高い者 

－ 

⑶ 少年審判で

検察官送致

となった事

件で刑の執

行を受けて

いる２０歳

以上２６歳

未満の者 

９月以上 － 有 Ｆ、ＦＸ又は

ＦＺを指定さ

れる可能性が

高い者 

暴力

団員 

⑷ ２０歳以上 

２６歳未満 

（(3)に該当

する者を除

く。） 

１年６月 

以上 

－ 有 Ｆ、ＦＸ又は

ＦＺを指定さ

れる可能性が

高い者 

暴力

団員 

２ 特別改善指導の受講に当たり特に調査を必要とする者 

 ⑴ ２６歳以上 

３０歳未満 

１０年以 

上 

故意の犯罪行為により被害者

を死亡させた罪によって刑に

処せられた者 

有 Ｆ、ＦＸ又は

ＦＺを指定さ

れる可能性が

高い者 

暴力

団員 

 ⑵ － － 
性犯罪者調査が必要と認めら

れる者 

－ － － 

３ その他 

その他矯正管区の長が調査センターにおいて特に精密な

刑執行開始時調査を行う必要があると認める者 

－ － － 



 

注１  調査センターにおいて特に精密な刑執行開始時調査を行う者は、例えば、上記２の

⑴に該当する者については、年齢、執行すべき刑期、犯罪の内容等の全ての要件を充

たし、かつ、受刑歴、処遇指標又は暴力団のいずれの除外事由にも該当しない者とす

る。 

注２ 受刑歴とは、刑事施設又は少年院において刑の執行を受けた経歴をいう。 

注３ 処遇指標とは、処遇指標訓令第３条第１項に規定する処遇指標をいう。 

注４ 暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員である者をいう。 

注５ 性犯罪者調査とは、平成１８年５月２３日付け法務省矯成第３３５０号当職依命通

達「改善指導の標準プログラムについて」別紙３の２の⑵のウに定める調査をいう。 

注６ 少年審判で検察官送致となった事件で刑の執行を受けている２０歳以上２６歳未満

の者とは、少年法（昭和２３年法律第１６８号）第２０条又は第６２条の規定により

検察官に送致された事件について言い渡された刑（罰金以下の刑を除く。）の執行を

受けている者（当該刑を含む２以上の刑に処せられた者を含むものとし、当該事件に

係る罪について刑の執行猶予の言渡しを受け、当該言渡しを取り消されて入所した者

を除く。）をいう。 

注７ 年齢は、確定施設における刑執行開始時調査の判定時点の年齢を基準とする。 

  



 

別表２－２ 調査センターにおいて特に精密な刑執行開始時調査を行う女性受刑者 

要  件 除外事由 

 年齢 執行すべき刑

期 

受刑

歴 

少年院収容歴 処遇指標 暴力団 

１ １６歳未満 ３月以上 － － － － 

２ １６歳以上

２０歳未満 

９月以上 有 少年院収容歴が２

回以上であり、か

つ最近の出院から

５年未満の者 

Ｍ、Ｐ、Ｆ、

ＦＸ、ＦＺ又

はＩを指定さ

れる可能性が

高い者 

暴力団員 

３ 少年審判で

検察官送致

となった事

件で刑の執

行を受けて

いる２０歳

以上２６歳

未満の者 

９月以上 有 少年院収容歴が２

回以上であり、か

つ最近の出院から

５年未満の者 

Ｍ、Ｐ、Ｆ、

ＦＸ、ＦＺ又

はＩを指定さ

れる可能性が

高い者 

 

暴力団員 

４ ２０歳以上

２６歳未満

（３に該当

する者を除

く。） 

処遇指標通達別表５の注意事項の１６に定める女子美祢社会復帰促

進センターの要件に合致する者 

注１  調査センターにおいて特に精密な刑執行開始時調査を行う者は、例えば、上記２に該

当する者については、年齢及び執行すべき刑期の全ての要件を充たし、かつ、受刑歴、

少年院等収容歴、処遇指標又は暴力団のいずれの除外事由にも該当しない者とする。 

注２ 受刑歴とは、刑事施設又は少年院において刑の執行を受けた経歴をいう。 

注３ 処遇指標とは、処遇指標訓令第３条第１項に規定する処遇指標をいう。 

注４ 暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員である者をいう。 

注５ 少年審判で検察官送致となった事件で刑の執行を受けている２０歳以上２６歳未満の

者とは、少年法（昭和２３年法律第１６８号）第２０条又は第６２条の規定により検察

官に送致された事件について言い渡された刑（罰金以下の刑を除く。）の執行を受けて

いる者（当該刑を含む２以上の刑に処せられた者を含むものとし、当該事件に係る罪に

ついて刑の執行猶予の言渡しを受け、当該言渡しを取り消されて入所した者を除く。）

をいう。 

注６ 年齢は、確定施設における刑執行開始時調査の判定時点の年齢を基準とする。 



 

別表３ 刑執行開始時調査の実施範囲及び実施期間 

対象者 刑事施設の別 調査の実施範囲 調査の実施期間 

調査センター

（東京拘置所に

限る。）におい

て精密な刑執行

開始時調査を実

施する者 

確 定 施 設 訓令第６条第３項各号に掲

げる事項について基礎的な

調査を行い、別表１に掲げ

る要件に該当するか否かを

判定すること。 

おおむね１５日間 

調 査 セ ン タ ー 

（東京拘置所に限る。） 

確定施設における調査の結

果を踏まえ、訓令第６条第

３項各号に掲げる事項につ

いて精密な調査を行い、指

定する矯正処遇課程につい

て精査すること。 

おおむね２０日間から

５５日間まで 

処 遇 施 設 調査センターで作成された

処遇調査票の内容について

確認し、必要に応じてこれ

を補充するための調査を行

うこと。 

おおむね５日間 

処遇施設におい

て精密な刑執行

開始時調査を実

施する者 

確 定 施 設 訓令第６条第３項各号に掲

げる事項について基礎的な

調査を行い、別表１に掲げ

る要件に該当するか否かを

判定すること。 

おおむね１５日間 

処 遇 施 設 確定施設における調査の結

果を踏まえ、訓令第６条第

３項各号に掲げる事項につ

いて精密な調査を行い、指

定する矯正処遇課程につい

て精査すること。 

おおむね２０日間から

５５日間まで 

調査センターに

おいて特に精密

な刑執行開始時

調査を実施する

者 

確 定 施 設 受刑者が調査センターにお

いて刑執行開始時調査を実

施する対象者であるか否か

を判定すること。 

速やかに判定を実施す

ること。 

別表２－２の２から４

までの対象者の判定に

当たっては、おおむね

１５日間とすること。 

調 査 セ ン タ ー 訓令第６条第３項各号に掲

げる項目について特に精密

な調査を行うこと。 

おおむね４０日間から

５５日間まで 



 

処  遇  施  設 調査センターで作成された

処遇調査票の内容について

確認し、必要に応じてこれ

を補充するための調査を行

うこと。 

おおむね５日間 

上記以外の者 確  定  施  設 訓令第６条第３項各号に掲

げる事項について基礎的な

調査を行うこと。 

おおむね１５日間 

処  遇  施  設 確定施設における調査の結

果を踏まえ、訓令第６条第

３項各号に掲げる事項につ

いてより詳細な調査を行う

こと。 

おおむね２０日間（た

だし、刑執行開始時の

指導が終了する前に限

る。） 

注１ 調査センター又は処遇施設における精密な刑執行開始時調査の実施期間について

は、対象者の年齢、特性、受刑歴等に応じて設定すること。期間の標準はおおむね２０

日とするが、それを超える場合は、おおむね５５日を超えない期間で調査を行うこと。

ただし、記の２の⑴の規定により、刑執行開始時調査は、刑の執行を開始した日からお

おむね３月以内に終了するよう努めるものとすることとされていることに留意するとと

もに、刑執行開始時の指導が終了する前には、調査を終了すること。 

注２ １６歳未満かつ執行すべき刑期が３月以上の者の調査センターにおける刑執行開始

時調査については、本表にかかわらず、少年院に収容して刑を執行する必要性を判定する

ための調査を優先して行うこととし、その調査期間はおおむね１５日間とすること。その

判定に基づき少年院に収容する者については、その時点で刑執行開始時調査を中止するこ

と。少年院に収容しない者については、引き続き調査センターにおいて刑執行開始時調査

をおおむね４０日間行うこと。 

注３ 調査センターにおける調査の実施期間については、対象者の年齢、性別、執行すべ

き刑期等の要件等に応じて設定すること。ただし、記の２の⑴の規定により、刑執行開始

時調査は、刑の執行を開始した日からおおむね３月以内に終了するよう努めるものとする

こととされていることに留意すること。 

  



 

別表４ 調査センターに指定する刑事施設 

矯 正 管 区 刑 事 施 設 名 

北 海 道 札 幌 刑 務 所 

東 北 宮 城 刑 務 所 

関 東 

川 越 少 年 刑 務 所 

東 京 拘 置 所 

中 部 名 古 屋 拘 置 所 

近 畿 大 阪 刑 務 所 

中 国 

広 島 刑 務 所 

美 祢 社 会 復 帰 促 進 

セ ン タ ー 

四 国 高 松 刑 務 所 

九 州 福 岡 刑 務 所 



 

別表５  処遇レベルの設定基準 

レベル１ 再犯リスクが比較的低く、処遇準備性が高い者 

レベル２ 再犯リスクが比較的低く、処遇準備性が中程度の者及び低い者 

レベル３ 再犯リスクが比較的高く、処遇準備性が中程度の者及び高い者 

レベル４ 再犯リスクが比較的高く、処遇準備性が低い者 

（使用要領） 

１  再犯リスクの評定については、原則として、令和６年３月２９日付け法務省矯成第５

２０号当職通達「受刑者用一般リスクアセスメントツール改訂試行版について」等の規

定による受刑者用一般リスクアセスメントツール改訂試行版の実施の結果において、静

的リスクレベルが１又は２の者を「再犯リスクが比較的低い者」とし、静的リスクレベ

ルが３又は４の者を「再犯リスクが比較的高い者」とすること。 

２  上記１にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、原則として、「再犯リスクが比

較的高い者」と判断すること。 

⑴   少年院の収容歴が２回以上あり、最近の出院から５年程度が経過していない者又

は受刑歴（刑事施設又は少年院において刑の執行を受けた経歴をいう。）があり、

最近の出所から１０年が経過していない者。ただし、静的リスクレベルが１又は２

であり、刑の執行に係る事案の性質、本人の反省の度合その他の事情を考慮し、処

遇レベル１又は２とすることが適当と認められる者を除く。 

⑵  反社会性集団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団等犯罪に親近性を有する組織集団をいう。）との密接な関係が認め

られる者 

３  処遇準備性の評定については、矯正処遇に取り組む態度その他改善更生に向けた心構

えの程度が高い者を「処遇準備性が高い者」、矯正処遇に取り組む態度その他改善更生

に向けた心構えの程度が低い者又は反社会性集団との密接な関係が認められる者を「処

遇準備性が低い者」、これらのいずれにも該当しない者を「処遇準備性が中程度の者」

とすること。 

４ 記の７の⑴のア又はイに該当する事情がある場合は、処遇指標訓令第３条第３項第３

号に掲げる事項（実施すべき矯正処遇課程の別）に係る処遇指標を指定するに当たっ

て、処遇指標通達記の３の⑴に規定する主課程又は副課程として、長期処遇課程、若年

処遇課程又は一般処遇課程のいずれにも指定しない場合となること。 

  



 

別紙様式１ 

○○発第   号   

 年 月 日   

 

○○少年鑑別所長 殿 

 

○○刑務所長 

 

 

意 見 照 会 書 

 

当所収容中の下記の受刑者について、その処遇に関する意見を通知願います。 

記 

１ 受 刑 者 氏 名 

２ 生年月日・年齢     年  月  日生（ 歳） 

３ 刑 の 執 行 関 係 

⑴ 罪   名 

⑵ 刑名・刑期 

⑶ 刑期起算日     年  月  日 

⑷ 刑期終了日     年  月  日 

⑸ 入所年月日     年  月  日 

４ 意見を求める理由 

 

 

 

５ その他参考事項 

 
 
 
 
  



 

別紙様式２ 

○○発第   号   

 年 月 日   

 

○○刑務所長 殿 

 

○○少年鑑別所長 

 

 

意 見 通 知 書 

 年 月 日付け貴発第 号をもって依頼のあった意見について、下記のとおり通知し

ます。 

記 

１ 受 刑 者 氏 名 

２ 生 年 月 日 ・ 年 齢    年  月  日生（ 歳） 

３ 罪      名 

４ 処遇に関する意見 

（施設名）において処遇することが適当である。 

５ ４ の 理 由 

 

 

 

 

６ その他参考事項 

 

 

 

 

 

  



 

別紙様式３ 

○○発第   号   

 年 月 日   

 

○○少年鑑別所長 殿 

 

○○刑務所長 

 

 

鑑 別 依 頼 書 

 

令和５年１１月２４日付け法務省矯成第２０３７号矯正局長依命通達「受刑者の処遇調

査等に関する訓令の運用について」記１の⑸の規定に基づき、当所収容中の下記の受刑

者について鑑別を依頼します。 

記 

１ 受 刑 者 氏 名 

２ 生年月日・年齢     年  月  日生（ 歳） 

３ 刑 の 執 行 関 係 

⑴ 罪   名 

⑵ 刑名・刑期 

⑶ 刑期起算日     年  月  日 

⑷ 刑期終了日     年  月  日 

⑸ 入所年月日     年  月  日 

４ 鑑別を必要とする理由 

 

 

５ 鑑別実施希望日   年  月  日から 

  年  月  日までの間 

 

６ その他参考事項 

 

 

 

  



 

別紙様式４ 

○○発第   号   

 年 月 日   

 

○○矯正管区長 殿 

 

○○刑務所長 

 

 

調査センターによる収容再調査認可申請書 

 

当所収容中の下記受刑者について、調査センターによる収容再調査の実施につき申請し

ます。 

記 

１ 受 刑 者 氏 名 

２ 生年月日・年齢     年  月  日生（ 歳） 

３ 刑 の 執 行 関 係 

⑴ 罪   名 

⑵ 刑名・刑期 

⑶ 刑期起算日     年  月  日 

⑷ 刑期終了日     年  月  日 

⑸ 入所年月日     年  月  日 

４ 処 遇 指 標 

 

 

５ 再調査を必要とする理由 

 

 

６ 再調査実施希望日   年  月  日から 

  年  月  日までの間 

 

７ その他参考事項 

 

 

 

  



 

別紙様式５ 

○○発第   号   

 年 月 日   

 

○○矯正管区長 殿 

 

○○刑務所長 

 

 

調査センターによる派遣等再調査認可申請書 

 

当所収容中の下記受刑者について、調査センターによる派遣等再調査の実施につき申請

します。 

記 

１ 受 刑 者 氏 名 

２ 生年月日・年齢     年  月  日生（ 歳） 

３ 刑 の 執 行 関 係 

⑴ 罪   名 

⑵ 刑名・刑期 

⑶ 刑期起算日     年  月  日 

⑷ 刑期終了日     年  月  日 

⑸ 入所年月日     年  月  日 

４ 処 遇 指 標 

 

 

５ 再調査を必要とする理由 

 

 

６ 再調査実施希望日  年 月 日から 

 年 月 日までの間 

 

 

７ その他参考事項 

 



 

別紙様式６ 

表 紙                                     （   ） 

処 遇 調 査 票 

通 称 ・ 別 名  入所年月日 入所事由 施設名 称呼番号 

ふ り が な      

氏 名 ・ 性 別 
 

 
         （男・女） 

    

    

    

生 年 月 日 （  歳）     

犯数・入所度数      

年月日 処 遇 指 標 等 施設名 写  真 

   

（  ・  ・  ） 

   

   

   

   

   

処 遇 調 査 

年月日 調査の種類 摘  要 施設名 
確認者 

（施設長） 

     

     

     

     

     

特 記 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

表紙（補充用紙）                                （   ） 

処 遇 調 査 票 

入所年月日 入所事由 施設名 称呼番号 

    

    

    

    

    

    

年月日 処 遇 指 標 等 施設名 

   

   

   

   

   

   

処 遇 調 査 

年月日 調査の種類 摘  要 施設名 
確認者 

（施設長） 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

身上（１）                                    （   ） 

文書番号   年     号 

身上調査書（甲） 
送

付

年月日 年  月  日 
あ
て
先 

地方更生保護委員会 

庁名  
保護観察所 

（   支部・駐在官） 

通称・別名  
本 籍 

 

ふ り が な   

氏 名  帰 住 

予 定 地 

 

生年月日 年  月  日 電話  （  ） 

引
受
人
の
状
況 

住所 
 

電話  （  ） 

氏名  年齢 歳 

続柄  職業  

区 分 １ 刑 ２ 刑   刑   刑   刑 

言渡しの日   ・  ・    ・  ・  ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

確 定 の 日   ・  ・    ・  ・  ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

言渡し裁判所      

罪 名  
 

 
   

刑名・刑期      

一部猶予期間 
□あり □なし 

（ 年 月につき 

猶予  年） 

□あり □なし 

（ 年 月につき 

猶予  年） 

□あり □なし 

（ 年 月につき 

猶予  年） 

□あり □なし 

（ 年 月につき 

猶予  年） 

□あり □なし 

（ 年 月につき 

猶予  年） 

一部猶予期間

中の保護観察 
□あり □なし □あり □なし □あり □なし □あり □なし □あり □なし 

通 算 
裁定    日 

法定    日 

裁定    日 

法定    日 
    日     日     日 

執 行 済  年  月  日   年  月  日  年  月  日  年  月  日  年  月  日 

罰 金   円納・未納    円納・未納   円納・未納   円納・未納   円納・未納 

刑期起算日   ・  ・    ・  ・  ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

実刑部分執行

終了日 
  ・  ・    ・  ・  ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

刑期終了日   ・  ・    ・  ・  ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

法定期間の末日   ・  ・    ・  ・  ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

一部猶予期間

の終了日 
  ・  ・    ・  ・  ・  ・ ・  ・ ・  ・ 

収容した日   ・  ・  入所度数   処遇指標  

執行関係の 

特 記 事 項 

 

 



 

参 考 事 項 

 

身上（２）                                    （   ） 

犯

罪

の

概

要

、

動

機

及

び

原

因 

 

の

特

徴 

犯

罪

性 

 

 

 

 

反社会的集団との関係 

の

状

況 

共

犯

者 

氏 名 本人との関係 処分内容・住所又は収容施設名等 

   

の

状

況 

被

害

者 

被害者本人の氏名 
被害者等の住所・連絡先、本人との関係、心身の状況、生活状況、被害に関

する心情、被害者等に対する謝罪・被害弁償の状況その他参考事項 

  

精

神

状

況 

知能段階 

性格特徴 

精神障害 

身

体

状

況 

身長  ｃｍ 体重  ｋｇ 視力 左   右 

既往症 

 

現在症 

 



 

生

活

設

計 

将

来

の 

本人の志向（施設内・釈放後） 

職業・教育等の適性 

身上（３）                                    （   ） 

家 

族 

そ 

の 

他 

の 

生 

活 

環 

境 

続柄 氏 名 年齢 職 業 住 所 
性行・本人との親

疎 

     

 

 

 

 

 

 

生

活

歴

（

生

育

歴

、

教

育

歴

、

職

業

歴

、

非

行

歴

・

犯

罪

歴

） 

  

 

 

 

入所直前の住居及び職業  

              

 



 

【処遇調査票】総合所見                             （   ） 

施設名 番号 氏名 年月日 担当者 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【処遇調査票】処遇情報(１)                            （   ） 

施設名 番号 氏名 年月日 担当者 

 
 

 
   

保 安 上 

の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

保 護 上 

の留意事項 

１ 引受人等に関する留意事項 

 

 

 

２ 本人の希望 

 

 

 

３ 更生保護施設等の希望 

 

 

 

４ 釈放後、子の養育の要否等 

 

 

 

５ その他 

 

 

その他の 

留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【処遇調査票】処遇情報(２)－１                            （   ） 

施設名 番号 氏名 年月日 担当者 

 
 

 
   

改善・伸長

すべき点 

 

 

 

 

作    業 

１ 作業の必要性 

 

 

２ 職業訓練の必要性 

 

 

３ 本人の希望・意欲 

 

 

４ 作業適性 

 

 

５ その他 

 

 

改善指導 

１ 改善指導の必要性 

 

 

 

２ 本人の希望・意欲 

 

 

３ その他 

 

 

 

教科指導 

１ 教科指導の必要性 

 

 

２ 本人の希望・意欲 

 

 

３ その他（学歴・学力） 

 

 



 

【処遇調査票】処遇情報(２)－２                              （   ） 

施設名 番号 氏名 年月日 担当者 

 
 

 
   

就労支援 

１ 就労支援の必要性 

   

   

   

２ 本人の希望・意欲 

   

   

   

３ 希望職種 

   

   

   

４ 職歴 

   

   

   

５ 所持資格及び資格取得歴 

   

   

   

６ その他 

   

   

   

矯正処遇との連動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【処遇調査票】処遇情報(２)－３                              （   ） 

施設名 番号 氏名 年月日 担当者 

 
 

 
   

福祉的支援 

１ 福祉的支援に係るスクリーニング 

 

 

 

 

 

 

２ 福祉的支援の必要性  

   

   

   

３ 本人の希望・意欲 

   

   

   

４ 過去の福祉的支援歴 

   

   

   

５ 福祉サービス利用歴 

   

   

   

６ その他 

   

   

   

矯正処遇との連動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の支援 □有（次葉に続く） □無 



 

【処遇調査票】処遇情報(２)－４                              （   ） 

施設名 番号 氏名 年月日 担当者 

 
 

 
   

その他の支援 

１ 支援の内容及び必要性 

 

 

 

２ 本人の希望・意欲 

 

 

 

３ その他 

 

 

 

矯正処遇との連動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【処遇調査票】施設歴                                （   ） 

施設名 番号 氏名 年月日 担当者 

 
 

 
   

出所施設名 

( 入所/出所日） 
作業 改善指導 教科指導 就労支援 福祉的支援 懲罰その他 

１        

２        

３        

 



 

【処遇調査票】処遇経過                             （   ） 

施設名 番号 氏名 

  

 

 

 

確認者 年月日 処遇内容区分 摘   要 記載者 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

【処遇調査票】補充用紙                             （   ） 

施設名 番号 氏名 年月日 担当者 

 
 

 
   

 



 

処遇調査票作成要領 

 

１ 処遇調査票の構成及び施設別作成範囲 

  処遇調査票の構成並びに確定施設、調査センター及び処遇施設の別に対応する作成範囲は、別表

のとおりとすること。 

２ 一般的注意事項 

(１) 処遇調査票の様式の一部は、犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に

関する事務規程（平成２０年法務省保観訓第２６１号大臣訓令。以下「社会内処遇事務規程」と

いう。）様式第３号「身上調査書（甲）」の様式に一致しているので、その写しを身上調査書と

して用いること。 

(２)  記載内容を修正する場合（単なる誤記の場合を除く。）は、各種業務システム上の修正に加

え、修正箇所に「（〇年〇月〇日追記）」とするなど修正箇所を明示するなどし、必要に応じ、

その事由を「再調査（○年○月○日）による。」のように文末等に付記等すること。記載内容を

補充する場合も「再調査（○年○月○日）による。」のように付記等すること。 

(３) 必要に応じ、記載内容の情報源について、判決書謄本、被収容者身分帳簿等の関係文書による

ものか、本人の供述によるものかを付記すること。 

(４) 再調査の記録については、必要に応じて「処遇経過」又は補充用紙に記載すること。 

３ 各ページの記載要領 

(１)  「表紙」 

  ア 氏名欄、入所年月日欄等 

(ア) 年齢欄には、刑執行開始時調査時の年齢を記載すること。 

(イ) 犯数欄には、「初犯」、「準初犯」又は「累犯」と記載すること。 

(ウ) 入所度数欄には、刑の執行を受けるために刑事施設に入所した度数を記載すること。ただ

し、刑事施設等間の移送により入所した場合又は仮釈放の取消し等により残刑の執行を受け

るためにのみ復所した場合は、入所度数に含めないこと。 

(エ) 入所年月日欄には、例えば「Ｒ４．４．１」と記載すること。 

(オ) 入所事由欄には、「直入」「資格異動」「復所」「移送」等の別を記載すること。 

(カ) 施設名欄は、「東拘」「大阪刑」のように略記しても差し支えないこと。 

  イ 処遇指標等欄 

受刑者の処遇指標の指定等に関する訓令（令和７年法務省矯成訓第５号大臣訓令）別表に規

定する符号により記載すること。 

  ウ 写真欄 

    撮影年月日を付記すること。 

エ 処遇調査欄 

(ア) 調査の種類欄には、「刑執行開始時（調査）」、「定期（再調査）」又は「臨時（再調

査）」のように記載すること。 

(イ) 摘要欄には、調査の目的、結果等を簡潔に記載すること。調査センターにおいて処遇調査

を行うことが相当と判定した場合には、どの基準により判定したかを、「センター対象基準

２－１の１の(１)」（本依命通達別表２－１の１の(１)に該当する場合）のように記載するこ

と。 

  オ 特記事項欄 

処遇上特に注意を要する事項等を、必要に応じ、以下の観点から記載すること。 



 

(ア) 精神上又は身体上の疾患により平成２７年３月２７日付け法務省矯医第５６号当職通達

「矯正施設における医療共助について」別表１又は２に掲げる刑事施設での医療措置を必要と

する場合（Ｍ又はＰを指定する場合）又は医療上等の配慮を要すると認められる場合（ｍ、

ｐ、ｓ又はｄを付す場合）には、その判定理由等を簡潔に記載すること。 

(イ) 矯正処遇課程の指定理由を記載すること。 

(ウ) その他、身体的特徴・精神状況の特徴、保安上の留意点（特に自殺企図歴、希死念慮、逃

走歴）等、処遇上の注意事項について特記事項がある場合は、記載すること。 

カ 「表紙」に記載しきれない場合等に、必要に応じて補充用紙を使用すること。 

(２)  「身上(1)」、「身上(2)」及び「身上(3)」のページは、社会内処遇事務規程様式第３号「身

上調査書（甲）」に係る記載要領によること。 

(３)  「総合所見」 

 必要に応じて、面接所見、心理検査結果、犯罪歴等関係資料、身体状況その他の資料を総合

し、犯罪のじゃっ起に影響を及ぼした受刑者の資質及び環境上問題となる事情を明らかにした

上、その事情の改善に寄与するため、その者の処遇に資する適切な指針を記載すること。 

なお、項目立てについては、以下の観点を参考にして記載すること。 

ア 本件の分析 

本件の動機及び機制等について分析し、端的に記載すること。 

イ 犯罪の促進要因（リスク要因） 

受刑者用一般リスクアセスメントツール（以下「Ｇツール」という。）等のアセスメント結

果を参考に、犯罪のじゃっ起に影響を及ぼしたと考えられる内的及び外的要因を端的に記載す

ること。 

ウ 犯罪の抑止要因（強み、資源等） 

Ｇツール等のアセスメント結果を参考に、本人の長所、得意分野、改善更生に資する社会的

な支援・援助等の資源の有無といった観点を踏まえ、再犯の抑止につながると考えられる内的

及び外的要因を端的に記載すること。 

エ 現在の心境と被害の理解 

処遇調査時の本件に係る心境のほか、被害者等の心情等（被害者等の被害に関する心情、被  

害者等の置かれている状況及び法第８５条第３項の規定により聴取した心情等をいう。）に対

する理解・認識の程度、これまでの本人の心情等の変化等を記載すること。 

なお、記載に当たっては、刑事確定訴訟記録等の外部資料等の情報を踏まえること。 

オ 処遇指針  

上記アからエまでの内容を踏まえ、施設内での生活及び出所後に予想される課題を記載し、

刑事施設における処遇の目標を明らかにするとともに、改善更生及び円滑な社会復帰のための

処遇の手掛かり並びにその処遇の内容及び方法を具体的に提示すること。 

 (４) 「処遇情報(１)」 

 処遇全般の留意事項について記載すること。 

ア 保安上の留意事項欄には、保安上の観点から把握しておくべき注意事項（例えば、自殺企図

歴、希死念慮、逃走歴、反則・事故傾向等、反社会的集団との関係、対立関係、共犯関係、格

闘技・軍隊歴、少年施設歴等、居室配置上の留意事項など）を記載すること。 

 なお、居室配置上の留意事項としては、処遇施設の実情を考慮して、共同室、夜間単独室、

昼夜間単独室等の別その他居室配置上の留意事項を記載し、その理由、必要とされる条件等を

付記すること。 



 

イ 保護上の留意事項欄には、引受人等に関する留意事項、本人の希望（仮釈放の希望及び帰住

地がない場合の帰住地の設定の希望など）、更生保護施設等の希望、釈放後の子の養育の要否

等、その他仮釈放申請審査に向けて留意すべき事項、釈放時の保護的措置につき留意すべき事

項等を記載すること。 

ウ その他の留意事項欄には、上記ア又はイに該当しない処遇上特に留意すべき事項があれば記 

載すること。 

(５)  「処遇情報(２)-１から 4 まで」 

 矯正処遇実施上の留意事項を記載すること。 

ア 改善・伸長すべき点欄 

矯正処遇の実施上改善すべき問題点及び伸長すべき長所等を端的に記載すること。 

イ 作業欄 

(ア) 作業の必要性及び職業訓練の必要性欄には、本人の改善更生及び円滑な社会復帰に資する

作業・職業訓練の内容及びその理由についてそれぞれ記載すること。 

(イ) 本人の希望・意欲欄には、作業や職業訓練に対する本人の具体的な希望を記載すること。 

(ウ) 作業適性欄には、作業を指定するに当たって実施した検査の結果、これまでの生活歴、身

体的特徴、精神状況、投薬の有無等を踏まえ、その適性について記載すること。 

(エ) その他欄には、作業指定等に当たり留意すべき事項を記載すること。  

ウ 改善指導欄 

(ア) 改善指導の必要性欄には、本人の改善更生及び円滑な社会復帰に資する改善指導の内容及

びその理由について、犯罪の概要、動機及び原因、Ｇツールの結果等を参考にしながら記載

すること。 

(イ) 本人の希望・意欲欄には、改善指導に対する本人の希望・意欲を具体的に記載すること。 

(ウ) その他欄には、改善指導の実施に当たり留意すべき事項及び保護観察における類型別処遇

に資する事項を記載すること。 

エ 教科指導欄 

(ア) 教科指導の必要性欄には、本人の改善更生及び円滑な社会復帰に資する教科指導の内容及

びその理由について、入所後に実施した学力テスト、これまでの生活歴等を参考にしながら

記載すること。 

(イ) 本人の希望・意欲欄には，教科指導に対する本人の希望・意欲を具体的に記載すること。 

(ウ) その他欄には、学歴・学力等、教科指導の実施に当たり留意すべき事項を記載すること。 

オ 就労支援欄 

    記載に当たっては、以下の点に留意すること。 

なお、その後の処遇経過等により、記載事項の追加及び変更の必要が生じた場合には、当該

欄、「処遇経過」等を修正又は加筆すること。 

(ア) 就労支援の必要性欄には、就労支援の必要性、その理由等を記載すること。 

(イ) 本人の希望・意欲欄には、就労支援に対する本人の希望・意欲、住み込み就労の要否、支

援の時期等を記載すること。 

(ウ) 希望職種欄には、本人が釈放後に就きたい職種を記載すること。 

(エ)  職歴欄には、稼働経験のある主な職種とその経験年数等について記載すること。 

(オ) 所持資格及び資格取得歴欄には、入所時に所持している又は在所中に取得した主な資格に

ついて記載すること。 



 

(カ) その他欄には、釈放後の就業状況についての見通し、釈放後の生活設計、過去に就労支援

を受けている場合はその内容等就労支援の実施に資する情報を記載すること。 

(キ) 矯正処遇との連動欄には、就労支援の実施に当たって、矯正処遇と連動させて実施するべ

き事項その他留意事項等について、必要に応じ、記載すること。 

  カ 福祉的支援欄 

    記載に当たっては、以下の点に留意すること。 

なお、その後の処遇経過等により、記載事項の追加及び変更の必要が生じた場合には、当該

欄、「処遇経過」等を修正又は加筆すること。 

(ア) 福祉的支援に係るスクリーニング欄については、福祉的支援に該当するか否かを判断する

際の参考となる情報を適宜記載すること。 

(イ) 福祉的支援の必要性欄には、その必要性及び具体的な支援内容を明示するとともに、その

理由等を記載すること。 

(ウ) 本人の希望・意欲欄には、福祉的支援に対する本人の希望・意欲を記載すること。障害を

有している受刑者については、その障害に対する受容の程度に関する観点からの記載も充実

させること。また、必要に応じて、引受人その他親族等の希望・意欲も記載すること。 

(エ) 過去の福祉的支援歴欄には、その有無を記載するとともに、支援歴がある場合は過去の経

過等を記載すること。 

(オ) 福祉サービス利用歴欄には、医療機関又は障害福祉サービスの利用歴、介護保険利用歴、

各種年金受給歴、生活保護受給歴等を記載すること。 

(カ) その他欄には、自宅保有の有無、資産状況、住民票所在地等福祉的支援の実施に資する情

報を把握できる範囲で記載すること。  

(キ) 矯正処遇との連動欄には、福祉的支援の実施に当たって、矯正処遇と連動させて実施すべ

き事項その他留意事項等について、必要に応じ、記載すること。 

  キ その他の支援欄 

上記オ又はカに該当しない社会復帰支援の必要性の有無について記載し、必要性が認められ

る場合は、支援の内容及び必要性欄、本人の希望・意欲欄、その他欄及び矯正処遇との連動欄

に必要事項を記載すること。 

(６)  「施設歴」 

    直近から３回までの刑の執行を受けるために入所した施設歴の概要について、直近のものか

ら順に記載すること。 

なお、初めて刑の執行を受けるために入所した者については記載を省略すること。 

ア 出所施設名（入所／出所日）欄には、釈放された刑事施設名、刑の執行を受けるために刑

事施設へ入所した日及び釈放された日を記載すること。 

イ 作業欄、改善指導欄、教科指導欄、就労支援欄及び福祉的支援欄には、刑の執行開始から

釈放までの一連の刑期の中で該当する主な事項を記載すること。 

ウ 懲罰その他欄には、刑の執行開始から釈放までの一連の刑期の中で該当する懲罰等に係る

主な事項を記載すること。 

(７)  「処遇経過」 

記載に当たっては、以下の点に留意すること。 

ア 時系列に沿って記載し、処遇内容区分欄には、摘要欄に記載する内容に応じて、作業、改善

指導、教科指導、余暇活動、保護、就労支援、福祉的支援、制限区分、優遇区分、褒賞・懲罰

等、再調査又はその他のいずれかを記載すること。 



 

イ 処遇内容区分欄に保護と記載する場合は、摘要欄には、保護調整に関する各種照会、身上調

査書・身上変動通知書の発信、生活環境調整状況通知書の受領、引受人・帰住予定地の変更、

仮釈放を許すべき旨の申出をするか否かに関する審査、仮釈放を許すべき旨の申出、地方更生

保護委員会委員・同保護観察官による面接、仮釈放を許す旨の決定、就労支援、精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）に係る通報、警察への出所情報の

提供、釈放時保護に係る措置（出迎えの有無、帰住旅費等の支給、保護カードの交付の有無

等）、釈放時の状況（釈放時に交付した領置金・作業報奨金の額、乗車保護の実施の有無、釈

放時の特記すべき動静等）等について記載すること。 

ウ 本ページの記載に当たっては、各担当部署との連絡を密にし、遺漏のないよう特に注意する

こと。 

(８) 「補充用紙」 

各ページの記載欄が不足する場合にそれを補充するための追加ページとして使用するほか、再

調査、精神科診断、心理検査、保護相談、カウンセリング、指導結果等の記録用紙として適宜使

用すること。 

４ 編てつ方法 

(１) 処遇調査票の各ページの編てつ方法は、別表中の番号の順序によるものとし、同一のページが

複数枚にわたる場合には、欄外の括弧内に１から順次一連番号を付し、その順序に従って編てつ

すること。 

(２) 補充用紙については、上記(１)にかかわらず、関連するページの次に編てつすること。ただし、

再調査の結果を記録した補充用紙については、原則として「処遇情報（２）」のページの次に順次

編てつすること。 

５ 処遇調査票に編てつする資料等 

(１)  集団心理検査の結果 

 集団心理検査は、原則として確定施設において実施し、各種業務システム等により出力された

用紙を「身上（３）」のページの次に編てつすること。 

(２)  入所時健康診断の結果 

 確定施設において、平成１９年５月３０日付け法務省矯医第３３４４号当職依命通達「被収容

者の保健衛生及び医療に関する訓令の運用について」別紙様式１に定める健康診断簿の写しを上

記（１）の集団心理検査の用紙の次に編てつすること。 

(３)  精神科診断の結果 

 精神科医による診察が行われた場合には、診断書の写しを健康診断簿の写しの次に編てつする

こと。 

なお、診断書が作成されていない場合には、必要に応じて、補充用紙を用い、診察日時、診断

名、診察を実施した医師名等を診療録等から転記し、同様に編てつすること。 

(４)  その他の資料 

 上記(１)から(３)までのほか、処遇調査票の記載内容を補充する関係文書があれば、必要に応じ、

関連するページの次に編てつすること。 



 

別表 

番 

号 

ページの 

表 題 

センター非該当 センター該当 

備   考 確定 

施設 

処遇 

施設 

確定 

施設 

セン 

ター 

処遇 

施設 

1 表紙 〇  〇     

2 身上(１) 〇  △ 〇  
 その写しを身上調査書とする

こと。 

3 身上(２) 〇   〇   同上 

4 身上(３) 〇   〇   同上 

5 総合所見  △  △ △ 

 特に必要と認める場合を除

き、作成を省略して差し支えな

いこと。 

6 処遇情報(１)  〇  〇 △  

7 処遇情報(２)  〇  〇 △ 

⑵-４については、必要と認め

る場合を除き、作成を省略して

差し支えないこと。 

8 施設歴  〇  〇 △ 

初めて刑の執行のために入所

した者については省略するこ

と。 

９ 処遇経過 △ 〇 △ △ 〇  

10 補充用紙 △ △ △ △ △  

（注１）〇は、必ず作成するページであることを示す。 

（注２）△は、必要に応じて作成するページであることを示す。 

（注３）本表にかかわらず、執行すべき刑期が３月未満であって、他の刑事施設への移送を行わない

受刑者については、処遇情報（１）及び（２）並びに施設歴のページの作成を省略して差し支えな

い。 

 

 


